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答答答答    申申申申    

 

 

１１１１    審議会の結論審議会の結論審議会の結論審議会の結論    

福岡県知事（以下「実施機関」という。）が、平成２６年１２月１９日２６京保第１

０９３２号で行った個人情報不開示決定（以下「本件決定」という。）は、妥当である

。     

 

２２２２    異議申立てに係る対象個人情報の開示決定状況異議申立てに係る対象個人情報の開示決定状況異議申立てに係る対象個人情報の開示決定状況異議申立てに係る対象個人情報の開示決定状況    

異議申立てに係る対象個人情報（以下「本件対象個人情報」という。）は、異議申立 

人の主張どおりに、平成２３年１２月１３日頃、父及び届出人又は父のみを異議申立人

、母を異議申立人の当時の妻で〇〇〇〇（以下「本件母」という。）とする死産届（以

下「本件死産届」という。）が提出されていたとした場合に、実施機関が保有すること

となる異議申立人の個人情報である。 

実施機関は、本件対象個人情報について、その存否を答えるだけで、福岡県個人情報 

保護条例（平成１６年福岡県条例第５７号。以下「条例」という。）第１４条第１項第

１号（開示請求者以外の個人に関する情報）に掲げる不開示情報を開示することになる

として、条例第１５条（個人情報の存否に関する情報）の規定により、本件決定を行っ

た。 

 

３３３３    異議申異議申異議申異議申立ての趣旨及び経過立ての趣旨及び経過立ての趣旨及び経過立ての趣旨及び経過    

        (1)(1)(1)(1)    異議申異議申異議申異議申立ての趣旨立ての趣旨立ての趣旨立ての趣旨    

      異議申立ての趣旨は、実施機関が行った本件決定の取消しを求めるというものであ

る。 

 (2)(2)(2)(2)    異議申異議申異議申異議申立ての経過立ての経過立ての経過立ての経過    

    ア 異議申立人は、平成２６年１２月１７日付けで、実施機関に対し、条例第１３条   

第１項の規定により、本件対象個人情報の開示請求を行った。 

    イ  実施機関は、平成２６年１２月１９日付けで、本件決定を行い、その旨を異議申 

立人に通知した。 

ウ  異議申立人は、平成２６年１２月２２日付けで、本件決定を不服として、実施機

関に対し、異議申立てを行った。 

    

４４４４    異議申立人の主張要旨異議申立人の主張要旨異議申立人の主張要旨異議申立人の主張要旨    

  異議申立書及び意見書における異議申立人の主張を要約すると、次のとおりである。 

        (1) (1) (1) (1) 条例第１５条該当性について条例第１５条該当性について条例第１５条該当性について条例第１５条該当性について    
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ア 「死産届に関する情報は、存否を答えるだけで条例第１４条第１項第１号に規定

する不開示情報を開示することとなるため、本件死産届の存在自体を答えることが

できない」のは、届出された死産届の記載内容の全てが事実であるのが大前提であ

り、父及び母並びに届出人でない人物に開示する場合をいうものである。 

本件死産届は、妊娠から死産に至るまで父として身に覚えのない異議申立人の名

前を勝手に届出人の欄及び父の欄又は父の欄のみに記入し、届出されたものである

から、存否を答えなければ訂正等の必要があるか否かはっきりしない。 

イ 本件死産届に異議申立人の名前を記載した又は記載させたのは、当時の異議申立

人の妻であるのは極めて濃厚であるから、妻の名前、生年月日等を記載して開示請

求を行っているものである。 

ウ 死産に当たっては、父としての中絶同意書が存在すると思われるが、当該同意書

にも異議申立人の名前が記載されていた場合は、有印私文書偽造罪等の刑事事件に

当たる。また、本件死産届の父の欄に記載された内容は、人口動態調査に関わって

おり、統計となるものである。よって、本件対象個人情報を早急に開示するべきで

ある。 

(2) (2) (2) (2) 条例第１４条第１項第１号該当性について条例第１４条第１項第１号該当性について条例第１４条第１項第１号該当性について条例第１４条第１項第１号該当性について 

ア 不実を記入して届出されている本件死産届は、誰が届けているのかを開示しても

、死産となったことが明らかになっても、不実である以上、個人の正当な利益を害

することにはならない。 

イ 父を異議申立人とし、母を異議申立人の当時の妻に限定した死産届について個人

情報開示請求を行っているものであるから、開示しても何ら問題はない。 

 

５５５５    実施機関の説明要旨実施機関の説明要旨実施機関の説明要旨実施機関の説明要旨    

  実施機関が本件決定を行った理由は、次のとおりである。 

(1) 開示請求者以外の個人が提出した死産届については、本件対象個人情報が存在して

いるか否かを答えるだけで、開示請求者以外の個人が死産したかどうかという情報を

開示することになる。 

(2) 開示請求者以外の個人が死産したかどうかという情報は、社会通念上、個人の秘密

に関する事項と考えられることから、当該情報を開示すると、開示請求者以外の個人

の正当な利益を害するおそれがある。 

(3) 異議申立人は、同様の開示請求を平成２４年１０月３１日以降４件行っており、こ

れらの内容を比較すると、死産届の提出時期を徐々に短縮しているものの、同一の死

産届を対象とした探索的な開示請求であり、異議申立人を父とする死産児の母である

特定の個人が死産したかどうかという情報を知っている立場にあることが明らかであ

るとは認められない。 
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(4) 本件死産届に記載された個人情報は、条例第１４条第１項第１号に規定する不開示

情報に該当するため、条例第１５条の規定により、本件対象個人情報の存否を明らか

にしないで、開示請求を拒否したものである。 

 

６６６６    審議会の判断審議会の判断審議会の判断審議会の判断    

(1) (1) (1) (1) 死産届について死産届について死産届について死産届について    

ア 妊娠第４月以降の妊婦が死産したときは、死産の届出に関する規程（昭和２１

年厚生省令第４２号。以下「死産規程」という。）に基づき、「公衆衛生特に母

子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的」として、死産の

届出が義務付けられている。 

イ 死産の届出は、死産規程第４条及び第７条の規定により、届出人の所在地又は

死産があった場所の市町村長に、死産児の父が死産後７日以内に届け出なければ

ならないとされており、やむを得ない事由のため父が届出をすることができない

ときは①母、②同居人、③死産に立会った医師、④死産に立会った助産師、⑤そ

の他の立会者の順序で届け出なければならないとされている。 

ウ 死産規程第５条によると、届出人は、父母の氏名、婚姻の届出直前の本籍、死

産の年月日時分及び場所等を死産届に記載して届け出ることとされているが、や

むを得ない事由により父が不明である場合は、父の氏名及び本籍を記載せずに届

出することも可能である。 

エ 死産届を受理した市町村長は、我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生

労働行政施策の基礎資料を得ることを目的として、人口動態調査令（昭和２１年

勅令第４４７号）に基づき、人口動態調査票（死産票）を作成することとされて

おり、当該調査票に死産届を添付して、管轄の保健所長へ送付することとされて

いる。 

なお、市町村長から死産届の送付を受けた保健所長は、死産届書及びその他の

書類の整理保存について（昭和２３年１１月２６日予発第１５１５号各都道府県

知事宛厚生省予防局長通知）により、死産届を５年間保存することとされている

。 

    ((((2222))))    本件対象個人情報の存否応答拒否について本件対象個人情報の存否応答拒否について本件対象個人情報の存否応答拒否について本件対象個人情報の存否応答拒否について    

異議申立人の主張どおり本件死産届が提出され、実施機関が保有している場合に

は、開示請求に係る個人情報の中に開示請求者以外の個人に関する情報、すなわち

本件母の情報が含まれることが認められるところ、実施機関は、条例第１５条の規

定により、本件対象個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例第１４条 

第１項第１号の不開示情報を開示することとなるとして存否応答拒否を行ったもの

である。 
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そこで、本件対象個人情報の存否を答えることが同号に規定する不開示情報を開

示することになるか否かについて検討する。 

      アアアア    条例第１４条第１項第１号条例第１４条第１項第１号条例第１４条第１項第１号条例第１４条第１項第１号該当性について該当性について該当性について該当性について 

        ((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 本号の趣旨本号の趣旨本号の趣旨本号の趣旨 

条例第１４条第１項第１号は、開示請求に係る個人情報の中に、開示請求者

以外の個人に関する情報が含まれており、当該情報を本人（開示請求者）に開

示すると当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合、当該

情報を不開示とする旨を定めたものである。 

同号にいう「個人に関する情報」とは、氏名、住所、学歴等に関する情報の

ほか、個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等の全てをいうも

のであって、条例第２条第１項第１号に規定する個人情報とは異なり、生存す

る個人に関する情報に限定されず、特定の個人を識別し得るかどうかは考慮さ

れない。 

また、「当該個人の正当な利益を害するおそれがあると認められる」とは、

開示請求者以外の個人に関する情報を開示することによって、当該個人の名誉

、社会的地位、プライバシーその他の利益を害するおそれがある場合をいい、

これに該当するか否かは、個人情報の内容、本人と当該個人との関係等から判

断するべきものである。 

なお、開示請求者以外の個人に関する情報であっても、開示請求者が当該個

人に関する情報を知っている立場にあることが明らかな場合や何人でもこれを

知り得る情報である場合は、正当な利益を害することにならないというべきで

ある。 

                                ((((ｲｲｲｲ) ) ) ) 該当性の判断該当性の判断該当性の判断該当性の判断    

死産届は、妊娠した母が胎児を死産したという事実を届け出るものであり、

死産したか否かという事実は、母に関する個人情報であると認められる。また

、当該事実は、母のプライバシーに関わる極めてセンシティブな情報であるこ

とから、これを開示すれば、母の正当な利益を害するおそれがあると認められ

る。 

なお、死産届に父の氏名が記載されている場合には、当該死産届は、父の個

人情報としての性格も有するものである。 

また、死産の届出は、死産規程第７条の規定により、本来、父である異議申

立人がなすべきものであり、その場合の母は、父と性的接触等の関係があった

者であることから、通常であれば、異議申立人は本件死産届に記載される母の

氏名を含む全ての情報を知っている立場にあると考えられるため、これを開示

しても本件母の正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、不開示情報
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に該当しない。 

しかし、異議申立人は、平成２４年１０月３１日以降、同様の個人情報開示

請求を繰り返し４回行っており、同一の死産届の探索的な開示請求を行ってい

ると推認されることから判断すると、異議申立人が本件死産届を提出したこと

が明らかであるとは認められず、また、本件死産届に記載されることとなる本

件母が死産したという事実について、当然に知っている立場にあることが明ら

かであるとは認められない。 

よって、本件開示請求に係る個人情報に含まれる異議申立人以外の個人であ

る本件母の情報は、条例第１４条第１項第１号に規定する不開示情報に該当す

る。 

なお、異議申立人は、前述の４の(2)のアのとおり、不実を記入して届出さ

れている本件死産届は開示しても、不実である以上、個人の正当な利益を害す

ることにはならないと主張しているが、仮に、本件死産届が不実を記入して届

出されたとしても、そのことは、特定の個人が死産したか否かという事実の有

無を開示すべきであるとの判断には結び付かない。 

      イイイイ    存否応答拒否存否応答拒否存否応答拒否存否応答拒否の該当性についての該当性についての該当性についての該当性について    

          本件対象個人情報の存否を明らかにして開示・不開示の決定を行えば、異議申 

立人以外の個人である本件母が死産したか否かという事実の有無が明らかになり

、条例第１４条第１項第１号に規定する不開示情報を開示することになると認め

られる。 

        (3) (3) (3) (3) 異議申立人のその他の主張について異議申立人のその他の主張について異議申立人のその他の主張について異議申立人のその他の主張について    

異議申立人は、その他種々主張しているが、当該主張は、実施機関が行った個人

情報の不開示決定等の妥当性を判断する機関である当審議会の判断を左右するもの

ではない。 

    

以上の理由により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 


